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「指定訪問介護」 

「第１号訪問事業」 

 

重要事項説明書 

益田市社会福祉協議会 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービス又は第１号訪問事業を提供します。事業

所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定又は要支援認定の結果「要介護」「要

支援」と認定された方、事業対象者と決定した方が対象となります。要介護認定又

は要支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 益田市社会福祉協議会 

（２）法人所在地     島根県益田市須子町３番１号 

（３）電話番号       ０８５６－２２－７２５６ 

（４）代表者氏名     会長 末 成 弘 明 

（５）設立年月日     昭和４１年６月６日（法人化） 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定訪問介護 

・平成１２年４月１日指定 島根県３２７０８００１６６号 

第１号訪問事業 

・平成３０年４月１日 

（２）事業の目的      指定訪問介護又は第１号訪問事業は、介護保険法令に従い、ご契約

者（利用者）が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、生

活の質の確保及び向上を図るとともに、意欲を高めるような適切な働

きをかけ、自立した日常生活を営むことができるように支援すること

を目的として、ご契約者に訪問介護サービス又は第１号訪問事業を提

供します。 

（３）事業所の名称    益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

所在地       島根県益田市須子町３番 1 号 

電話番号        ０８５６－２２－７２５６ 

 サテライト事業所 益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所 

所在地      島根県益田市匹見町匹見イ 1208 番地 

電話番号     ０８５６－５６－７０３１ 

（４）管理者     氏名   菊井 美子  

（５）当事業所の運営方針 
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事業所の訪問介護員等は、要介護、要支援認定者や要支援状態にある方 

等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に 応じ自立した日常生活を営

むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわた

る援助を行います。 

事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居 

宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、

利用者の要介護・要支援状態の軽減や悪化を防止できるように、総合

的なサービスの提供に努めます。 

（６）開設年月      平成１２年４月１日 指定訪問介護事業 

          平成１８年４月１日 指定介護予防訪問介護 

平成２９年４月１日 介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業（介

護予防訪問介護相当） 

平成３０年４月１日 第１号訪問事業 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 

益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所の実施地域  益田市全域 

  益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所の実施地域 匹見町全域 

（２）営業日及び営業時間      

営業日     年中無休   

営業時間 

（窓口体制） 

８時３０分～１７時３０分 

｛サービス提供時間はこれ以外の時間でも対応可能です。（深夜

時間 10 時～6 時は除きます。）｝ 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービス又は第１号訪問事業を提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職   種 職員の配置 職務の内容 

１．管理者 １人 従事者の管理及び業務の管理を行う。 

２．サービス提供責任者 ３人以上 

利用の申込みに係る調整、訪問介護員

等に対する技術指導、訪問介護計画書

またはサービス計画書の作成等を行

います。 

３．訪問介護員 

３人以上      

（常勤換算２.５以上） 

 

訪問介護、第１号訪問事業の提供を行

います。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 
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当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合があります。 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常９割）が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。 

 

※上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う

など、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行い

ます。 

☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計

画又は介護予防サービス支援計画がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画又は介護

予防訪問介護計画に定められます。 

① 身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 

○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

○ 通院介助 

…通院の介助を行います。 

  ○その他必要な介護 

② 生活援助 

○ 調理 

…ご契約者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 

…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…ご契約者の日常生活の場所の掃除を行います。（ご契約者の居室以外の部屋、庭等の

敷地の掃除は行いません。） 

○ 買い物 

…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 
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○ 相談・助言 

生活に関する相談及び助言を行います。 

○その他必要な家事 

※預貯金の引き出しや預け入れは行いません。 

 

 ＜サービス利用料金＞（契約書第 8条参照） 

○訪問介護サービス利用料（要介護１から５） 

指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとし、 

当該訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に記載してある 

利用負担割合にしたがって１割、２割、３割の額となります。それぞれのサービスについ 

て、平常の時間帯（午前８時から午後６時）での料金は下記の通りです。 

※下記の利用料金は 1割負担の利用料金です。 

 サービスに要する時間 20 分未満 20 分～30 分

未満 

30 分～ 

1 時間未満 

1 時間以上 

30 分増毎に 

＋900 円 

身
体
介
護 

１．利用料金 １，７９０

円 

２，６８０

円 

４，２６０

円 

６，２４０

円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

１，６１１

円 

２，４１２

円 

３，８３４

円 

５，６１６

円 

３．サービス利用に係る

自己負担額（１－２） 

１７９円   ２６８円  ４２６円 ６２４円 

生 
活 
援 

助 

サービスに要する時間 20 分～45 分

未満 

45 分以上   

４．利用料金   １，９７０

円 

２，４２０

円 

  

５．うち、介護保険から 

給付される金額 

１，７７３

円 

２，１７８

円 

  

６．サービス利用に係る 

 自己負担額（４－５） 

１９７円   ２４２円   

身
体
介
助
に
引
き
続
き
生
活
援
助
を
行
う
場
合 

サービスに要する時間 

 

20 分以上 45 分以上 70 分以上  

７．利用料金 

 

７１５円 １，４３０

円 

２，１５０

円 

 

８．うち、介護保険から

給付される金額 

 

６４３円 １，２８７ 

    円 

１，９３５ 

    円 

 

９．サービス利用に係る

自己負担（７－８） 

７２円 １４３円 ２１５円  

 

加 
 
 

算 初回加算 ２,０００円/月（自己負担額  ２００円） 

新規に訪問介護計画を作成し、初回若しくは初回訪問の属する月に、サービス
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提供責任者自ら訪問介護を行った場合又は、他の訪問介護員等が訪問介護を

行う際に同行訪問した場合 

緊急時訪問介護加算 １,０００円/回 （自己負担額 １００円） 

利用者又はそのご家族から要請を受け、サービス提供責任者がケアマネジャ

ーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた場合に、訪問介護員等が居宅

サービス計画において計画的に訪問することになっていない訪問介護〈身体

介護）を緊急に行った場合 

生活機能向上連携加算

（Ⅰ） 

１,０００円/月 （自己負担額 １００円） 

サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビ

リテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき生活機能の向上

を目的とした訪問介護計画書を作成し、計画に基づく訪問介護を行っている

場合 

生活機能向上連携加算

（Ⅱ） 

 

２,０００円/月 （自己負担額 ２００円） 

指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又

はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士・作業

療法士又は言語聴覚士が、指定リハビリテーション等の一環として利用者の

居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同し

て行い、かつ、生活機能向上を目的として訪問介護計画を作成した場合であっ

て、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、計画に基づ

く訪問介護を行っている場合 

口腔連携強化加算 ５００円/月に１回 （自己負担額 ５０円） 

・当該事業所の職員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用

者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の情報提

供した場合 

・事業所は、利用者の口腔の健康状態に係る評価を行い、歯科医療機関の歯科

医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士への相談等行い体制を確保し、

その旨を文書等で取り決めておくこと。 

☆上記の利用料金に特定事業所加算（Ⅱ）＜体制要件・人材要件＞を満たしており国で定めら 

れた利用料金に１０％の割増料金が加算されています。 

☆☆上記の利用料金に介護職員等処遇改善加算Ⅰ＜算定要件＞を満たしており国で定められた

所定単位数に２４．５％を乗じた料金が加算されます。 

☆益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 本所は、特定事業所加算（Ⅴ）＜体制要件・人材

要件＞を満たしており国で定められた利用料金に３％の割増料金が加算されています。 

☆益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所は、特別地域加算として上

記の金額の１５％が割増となります。 

☆平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合

で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれ

ば、介護保険給付の対象となります。 

  ・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

   ・早朝（午前６時から午前８時まで）：２５％ 
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☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、通常の利用料金の２倍の料 

金をいただきます。 

 ＊２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

   ・体重の重たい方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

   ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合    

☆サービスに要する時間は、サービスを実施すために国で定められた標準的な所要時間です。 

 

○第１号訪問事業サービスの利用料（要支援１、要支援２、事業対象者） 

  第１号訪問事業を提供した場合の利用料の額は、益田市が定める基準によるものとし、当

該第１号訪問事業が法定代理受理サービスであるときは、介護保険負担割合証に 

記載してある利用負担割合にしたがって１割、２割、３割の額となります。それぞれのサー

ビスについては下記の通りです。 

※下記の利用料金は 1割負担の利用料金表です。 

支給区分      Ⅰ（要支援１,要支援 2 

事業対象者） 

（週に１回程度） 

Ⅱ（要支援１,要支援 2,    

事業対象者)  

（週に２回程度） 

Ⅲ（要支援 2,事業対象者） 

（週に２回を超え

る程度） 

利用料金 

 
１１，７６０円 ２３，４９０円 ３７，２７０円 

うち介護保険から 

給付される額 
１０，５８４円 ２１，１４１円 ３３，５４３円 

サービス利用に係

る 

自己負担額 

１，１７６円 ２，３４９円  ３，７２７円 

初回加算 

 

２，０００円/月（自己負担 ２００円） 

新規に第１号訪問サービス計画を作成し、初回若しくは初回訪問日の属す

る月にサービス提供責任者自ら、第１号訪問事業を行った場合又は、他の

訪問介護員等が第１号訪問事業を行う際に同行訪問した場合 

☆上記の利用料金に介護職員等処遇改善加算Ⅰ＜算定要件＞を満たしており国で定められた

所定単位数に２４．５％を乗じた料金が加算されます。 

☆益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所は、特別地域加算として上

記の金額の１５％が割増となります。 

☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画又は介護

予防ケアプランに基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に

基づいて介護給付費又は第１号訪問事業費により計算されます。 

☆ご契約者がまだ要介護認定又は要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全

額をいったんお支払いいただきます。要介護又は要支援の認定を受けた後、自己負担額を除

く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画又は介護予防ケ

アプランが作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が

保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付しま

す。 
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☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

☆利用料は、月額制になります。但し、以下の各号に該当する場合は、実際に利用した日数に

かかわらず、サービスの対象期間に応じた日数による計算を行います。 

 一 月途中に要介護から要支援に変更となった場合 

 二 月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

 三 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

 四 月の途中に開始した場合（契約日を起算日として月末までの期間） 

 五 月の途中に終了した場合（月初から契約解除日までの期間） 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 8条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全

額がご契約者の負担となります。 

サービス時間 
20 分未満 

 

20 分～30 分 

    未満 

30 分～ 

1 時間未満 

1 時間以上 

（30 分増す毎に） 

身体介護 １，７９０円 ２，６８０円 ４，２６０円   ６，２４０円 

サービス時間 
20 分～45 分 

未満 

45 分以上   

生活援助 １，９７０円 ２，４２０円   

☆平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合

で利用料金に割増料金が加算されます。 

・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

 ・早朝（午前６時から午前８時まで）：２５％ 

☆益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所は、特別地域加算として上

記の金額の１５％が割増となります。 

（３）交通費（契約書第 8条参照） 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、サービスの提供に際し、算定の範囲は事業所実施地域を越えた地点から、要した交通費

の実費をいただきます。 

  料金：１Ｋｍあたり１５円 

（４）利用料金のお支払い方法（契約書第 8条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、期日までに

お支払い下さい。 

 益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所           翌月２７日まで 

 益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所 翌月２５日まで 
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（５）利用の中止、変更、追加（契約書第 9条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービス又は第１号訪問事業サー

ビスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。

この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況によりご契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協

議します。 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供しま

す。 

（２）訪問介護員の交替（契約書第 6条参照） 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員

の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はでき

ません。 

②業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合はご契約者及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利

益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第 7条参照） 

①定められた業務以外の禁止 

ご契約者は「５．当事業所が提供するサービスと利用料金」で定められたサービス以 

外の業務を事業者に依頼することはできません。 

②訪問介護サービス又は第１号訪問事業の実施に関する指示・命令 

訪問介護サービス又は第１号訪問事業の実施に関する指示・命令はすべて事業者が 

行います。但し、事業者は訪問介護サービス又は第１号訪問事業の実施にあたってご契約

者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問介護サービス又は第一号訪問事業実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気 

を含む）は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等

も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更（契約書第 10条参照） 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施がで

きない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサー
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ビスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第 14条参照） 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービス又は第１号訪問事業の提供にあた

って、次に該当する行為は行いません。 

（６）サービス提供責任者 

   サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申し込みに関する調整や訪問介 

護計画又は第１号訪問サービス計画書の作成などをはじめ、次のような業務を担当し 

ます。訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きを 

居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて責務として明 

確化します。また、居宅介護支援事業所のケアマネジャー（セルフプランの場合には 

当該被保険者）に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行わ 

ないようにします。利用にあたって疑問点やご心配な点、サービス内容を変更したい 

時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。訪問介護員に直接お話しく 

ださってもかまいません。 

  ＜サービス提供責任者の業務＞ 

   ➀サービスの利用の申し込みに関する調整 

   ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

   ③地域包括支援センター等との連携（サービス担当者会議への出席等） 

   ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

   ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

   ⑥訪問介護員の業務管理 

⑦訪問介護員の研修、技術指導 

⑧その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

 ７．緊急時の対応について 

    サービス提供中に、ご契約者に症状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速

やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者が予め指定

する連絡先にも連絡します。 

＜緊急時の連絡先等＞ 

  （１）ご本人、ご家族からの緊急の連絡を２４時間体制で受けられるようにしています。 

  （２）緊急時連絡先（緊急連絡体制については各利用者宅に配布） 

     ①８時３０分～１７時３０分 事務所  ０８５６－２２－７２５６ 

①医療行為 

②ご契約者もしくはそのご家族等からの金銭及び高価な物品等の授受 

③ご契約者のご家族等に対する訪問介護サービス又は第一号訪問事業の提供 

④飲酒及びご契約者もしくはそのご家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他ご契約者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為 

⑦茶菓子等の接待 
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     ②１７時３０分～８時３０分 携帯電話 ０９０－５３７６－１８７８ 

○①の時間帯はサービス提供責任者がケアマネジャーと連絡をとり、必要なサービスを

行います。 

○②の時間帯は当事業所の介護事業部介護事業課長が対応します。 

８．守秘義務（契約書第 13条） 

    事業者、サービス従事者は、介護サービスを提供する上で知り得たご契約者及び 

そのご家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務はサ

ービス終了後も継続します。 

９．事故発生時の対応方法について 

   ご契約者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご 

契約者のご家族、地域包括支援センター、ご契約者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

10．損害賠償について（契約書第 15条） 

    事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損 

    害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

11．虐待の防止について 

    事業者は、ご契約者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、責任者を設置する 

等必要な体制の整備を行うとともに、従事者に対し、研修を実施する等の措置を講ず

るよう努めます。又は地域包括支援センター、ご契約者に係る居宅介護支援事業者等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

12．身体的拘束等の取組について 

    事業者は、利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行いません。 

    身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録を行います。 

    事業者として、身体的拘束等の適正化のための研修を実施する等の必要な措置を講じ

ます。 

13．感染症や災害への取組について 

 （１）感染症対策に取組について 

     感染症の発生及びまん延等に関する取組のために、委員会の開催、指針の整備、

研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等に努めます。 

 （２）業務継続に向けた取組について 

     感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供で

きる体制を構築するために、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シ

ミュレーション）の実施等に努めます。     

14．苦情の受付について（契約書第 23 条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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 ○苦情受付担当者 

    ［受付時間］  毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）８時３０分～１７時３０分 

    ［職名］    介護事業課長 菊井 美子 

管理者    菊井 美子 

    ［連絡先］   ＴＥＬ ０８５６－２２－７２５６ 

   ○苦情解決責任者  

［受付時間］  毎週月曜日～金曜日（祝日を除く）８時３０分～１７時３０分 

    ［職名］    介護事業部長 山鳥 一道 

    ［連絡先］   ＴＥＬ ０８５６－２２－７２５６ 

    ○第三者委員 

      益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

       吉川 富男   益田市水分町１３－１４   ０８５６－２３－５２４７ 

       岩本 のり子  益田市あけぼの本町５－２  ０８５６－２２－４４６９ 

      益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所 

渡辺 隆   益田市匹見町紙祖イ１０６９  ０８５６－５６－０３４９ 

山下 惠   益田市匹見町道川イ２０５－５ ０８５６－５８－００１４ 

  （２）利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等について 

アンケート調査、意見箱等利用者の意見を把握する取組 あり 

益田市介護相談員派遣事業の実施取組 あり 結果の公表 なし 

その他機関による第三者評価の実施 なし 結果の公表 なし 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

益田市役所高齢者福祉課 

事業者指導係 

 

所在地   益田市常盤町１―１ 

電話番号  ０８５６―３１―０２１８ 

ＦＡＸ   ０８５６―２４―０１８１ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

（土、日、祝、１２月２９日～１月３日を除く） 

益田市匹見総合支所 

地域振興課 

所在地   益田市匹見町匹見イ１２６０ 

電話番号  ０８５６－５６－０３０２ 

ＦＡＸ   ０８５６－５６－０３６２ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

（土、日、祝、１２月２９日～１月３日を除く） 

益田市東部地域包括支援セ

ンター 

所在地   益田市遠田町１９１７－２ 

電話番号  ０８５６－３１－１０１０ 

ＦＡＸ   ０８５６－３１－１０２１ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分（土、日、祝を除く） 

益田市中部地域包括支援セ

ンター 

所在地   益田市駅前１７番１号益田駅前ビル EAGA１階 

電話番号  ０８５６－３２－３０２５ 

ＦＡＸ   ０８５６－３２－３０３５ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分（土、日、祝を除く） 

益田市西部地域 所在地   益田市高津四丁目６－４０ 
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包括支援センター 電話番号  ０８５６－２２－２０２８ 

ＦＡＸ   ０８５６－２２－２０２９ 

受付時間  ８時３０分～１７時３０分（土、日、祝を除く） 

益田市匹見地域包括支援セ

ンター 

所在地   益田市匹見町匹見イ１２０８ 

電話番号  ０８５６－５６－０５３９ 

ＦＡＸ   ０８５６－５６－０７０１ 

受付時間  ８時３０分～１７時３０分（土、日、祝を除く） 

島根県国民健康保険団体連

合会 

所在地   松江市学園１丁目７－１４ 

電話番号  ０８５２－２１－２８１１ 

ＦＡＸ   ０８５２－６１－９０５１ 

受付時間  ９時００分～１７時(土、日、祝を除く） 

島根県運営適正化委員会 所在地   松江市東津田町１７４１－３ 

 いきいきプラザ島根内 

電話番号  ０８５２－３２－５９１３ 

ＦＡＸ   ０８５２－３２－５９９４ 

受付時間  ８時３０分～１２時 

１３時００分～１７時(土、日、祝を除く) 

 

 

                        令和  年  月  日 

 

 

指定訪問介護サービス又は第１号訪問事業の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の

説明を行いました。 

 益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 

 益田市社会福祉協議会指定訪問介護事業所 匹見訪問介護事業所 

説明者氏名               

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービス又は第 1

号訪問事業の提供開始に同意しました。 

                   利用者 住所 益田市 

                        

                       氏名  


